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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面に表示面が設けられた表示装置と、
　前記第１の面の裏側に位置する第２の面に、手のひらに存在する静脈を手のひら静脈画
像として読み取るためのセンサー窓が設けられた手のひら静脈センサーと、
　前記センサー窓の前記表示面と対向する位置を少なくとも表す位置情報を記憶した記憶
部と、
　前記手のひら静脈センサーに前記静脈の読み取りを行わせる場合に、前記記憶部に記憶
された前記位置情報を用いて、前記第２の面に設けられた前記センサー窓の位置を表す図
形を前記表示面上に表示させる制御部と、
　を有することを特徴とする携帯型情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記図形として、前記センサー窓の外形を表す枠状図形を表示させる、
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯型情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記図形として、前記センサー窓の外形を表す枠状図形を表示させ、前
記手のひら静脈センサーが読み取って得られた前記手のひら静脈画像を、前記枠状図形を
基に表示させるウィンドウ内に表示させる、
　ことを特徴とする請求項２記載の携帯型情報処理装置。
【請求項４】



(2) JP 6287450 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

　前記枠状図形を基に表示させる前記ウィンドウは、サイズが前記枠状図形よりも大きい
ことを特徴とする請求項３記載の携帯型情報処理装置。
【請求項５】
　第１の面に表示面が設けられた表示装置と、前記第１の面の裏側に位置する第２の面に
、手のひらに存在する静脈を手のひら静脈画像として読み取るためのセンサー窓が設けら
れた手のひら静脈センサーと、を備えた情報処理装置に、
　前記手のひら静脈センサーに前記静脈の読み取りを行わせる場合に、前記情報処理装置
に搭載された記憶部に記憶されている、前記センサー窓の前記表示面と対向する位置を少
なくとも表す位置情報を読み出し、
　前記位置情報を用いて、前記第２の面に設けられた前記センサー窓の位置を表す図形を
前記表示面上に表示させる、
　処理を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を読み取るためのセンサーが設けられた携帯型情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯型情報処理装置として、タブレット型の情報処理装置が普及している。この
タブレット型の情報処理装置（以降「タブレット」と表記）とは、具体的には、タブレッ
トＰＣ（Personal Computer）、電子書籍リーダー、或いはスマートフォン等のことであ
る。そのタブレットには、ノートＰＣ等のそれまでの携帯型情報処理装置と比較して、軽
量、小型といった携帯面での利点がある。そのため、タブレットは、より手軽に携帯でき
る情報処理装置となっている。
【０００３】
　タブレットは、通常、１面の大部分を表示装置の表示面が占める構成となっている。そ
のため、表示面が存在する面（以降「前面」と表記）には、スイッチ類等の部品を配置す
るスペースは小さい。このことから、タブレットでは、前面と対向する面（以降「背面」
と表記）も部品の配置に利用している。
【０００４】
　大部分のタブレットには、カメラが搭載される。そのカメラは、画像を読み取るための
センサーの一種であり、レンズを覆う面（以降「センサー窓」と表記）は背面に配置され
ることが多い。また、現在では、人の静脈を画像として読み取ることを想定したセンサー
（以降「静脈センサー」）、或いは、指紋を画像として読み取ることを想定したセンサー
（以降「指紋センサー」）等を搭載したタブレットも増えることが予想される。これらの
センサーは、身体的特徴によって本人確認を行う生体認証のために搭載される。その生体
認証は、例えば他人がタブレットを不正使用するのを防止するために行われる。
【０００５】
　静脈センサーの静脈を読み取るためのセンサー窓、及び指紋センサーの指紋を読み取る
ためのセンサー窓等は、何れもタブレットの前面に配置するには大きすぎる場合がある。
そのため、それらのセンサー窓は、背面に配置される場合もあり得る。
【０００６】
　タブレットでは、基本的に、利用者は表示面に表示された画像を確認しながら操作を行
うようになっている。そのため、生体認証のために静脈、或いは指紋等（以降「生体情報
」と総称する）を読み取らせる場合、センサー窓が設けられた背面は利用者にとって視認
できない位置となる。従って、利用者は、背面に設けられたセンサー窓の位置を推定し、
生体情報を読み取らせなければならない。
【０００７】
　生体情報の読み取りでは、利用者はセンサー窓に対し、読み取らせる身体の部分を適切
な位置に移動させる位置合わせを行わなければならない。しかし、その位置合わせは、セ
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ンサー窓が視認できなければ、試行錯誤的に行わなければならない。生体情報の読み取り
を数多く行わせた利用者は、経験により、その位置合わせをより速く行えるようになる。
しかし、位置合わせは、必ずしも迅速に行えるとは限らない。生体情報の読み取りを行わ
せたことのないような利用者では、位置合わせを迅速に行える可能性は低い。このような
ことから、タブレットのユーザビリティを考慮した場合、生体情報の迅速な読み取りを利
用者がより確実に行えるようにすることも重要である。これは、背面にセンサー窓が設け
られたセンサーにより、生体情報以外の画像を読み取らせる場合にも云えることである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４ー２０６２３０号公報
【特許文献２】特開２００６－１５７４３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　１側面では、本発明は、タブレット等の携帯型情報処理装置の表示面が設けられた面に
対向する面に設けられたセンサー窓による画像の読み取りを利用者がより容易に行えるよ
うにするための技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明を適用した１システムは、第１の面に表示面が設けられた表示装置と、前記第１
の面の裏側に位置する第２の面に、手のひらに存在する静脈を手のひら静脈画像として読
み取るためのセンサー窓が設けられた手のひら静脈センサーと、前記センサー窓の前記表
示面と対向する位置を少なくとも表す位置情報を記憶した記憶部と、前記手のひら静脈セ
ンサーに前記静脈の読み取りを行わせる場合に、前記記憶部に記憶された前記位置情報を
用いて、前記第２の面に設けられた前記センサー窓の位置を表す図形を前記表示面上に表
示させる制御部と、を有する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明を適用した場合には、タブレット等の携帯型情報処理装置の表示面が設けられた
面に対向する面に設けられたセンサー窓による画像の読み取りを利用者がより容易に行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態による携帯型情報処理装置の構成例を説明する図である。
【図２】本実施形態による携帯型情報処理装置であるタブレットの背面を表す図である。
【図３】本実施形態による携帯型情報処理装置であるタブレットの前面、及び手のひら静
脈認証時のガイド方法を説明する図である。
【図４】手のひら静脈認証時に表示される表示ウィンドウを説明する図である。
【図５】外形枠、及び表示ウィンドウの表示方法を説明する図である。
【図６】手のひら静脈認証処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は、本実施形態による携帯型情報処理装置の構成例を説明する図である。本実施形
態による携帯型情報処理装置１は、例えばタブレット型ＰＣ（以降「タブレット」と表記
）である。そのタブレット１は、図１に表すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit
）１１、フラッシュメモリ１２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３、ハードディスク
装置（ＨＤ）１４、タッチパネル一体型ＬＣＤ（Liquid Crystal Display。以降「ＬＣＤ
」と略記）１５、制御部１６、手のひら静脈センサー１７、カメラ１８、Ｉ／Ｏ（Input/
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Output）インターフェース部１９、及びバス２０を備えている。
【００１４】
　バス２０は、ＣＰＵ１１、フラッシュメモリ１２、ＲＡＭ１３、ハードディスク装置（
ＨＤ）１４、制御部１６、及びＩ／Ｏインターフェース部１９と接続されている。それに
より、ＣＰＵ１１は、バス２０を介して、フラッシュメモリ１２、ＲＡＭ１３、及びハー
ドディスク装置１４へのアクセスを行い、制御部１６、及びＩ／Ｏインターフェース部１
９を制御する。
【００１５】
　ＬＣＤ１５は、表示面に設けられたタッチパネルに対するタッチ操作により各種指示、
或いはデータ入力を可能にさせる。利用者が行ったタッチ操作の内容は、制御部１６によ
って解析されて認識される。その認識結果は、ＣＰＵ１１に通知される。
【００１６】
　手のひら静脈センサー１７は、生体情報として、手のひらに存在する静脈を画像として
読み取るセンサーである。この手のひら静脈センサー１７は、例えばロック解除、タブレ
ット１、或いはそのタブレット１で実行される特定のアプリケーション・プログラムへの
ログインのための生体認証に用いられる。
【００１７】
　カメラ１８は、静止画、或いは動画を撮影するためのセンサーである。
　Ｉ／Ｏインターフェース部１９は、手のひら静脈センサー１７、及びカメラ１８をＣＰ
Ｕ１１からの指示に従って制御する。手のひら静脈センサー１７が読み取った画像、及び
カメラ１８が読み取った画像は、Ｉ／Ｏインターフェース部１９を介して、ＣＰＵ１１、
或いはＲＡＭ１３に出力される。本実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェース部１９と手の
ひら静脈センサー１７間、及びＩ／Ｏインターフェース部１９とカメラ１８間は、共にＵ
ＳＢ（Universal Serial Bus）により接続されている。
【００１８】
　フラッシュメモリ１２には、ＣＰＵ１１に実行させるＢＩＯＳ（Basic Input/Output S
ystem）が格納されている。ＣＰＵ１１は、フラッシュメモリ１２上のＢＩＯＳをＲＡＭ
１３上に読み出して実行する。
【００１９】
　ハードディスク装置１４には、ＯＳ（Operating System）、各種アプリケーション・プ
ログラム、及び各種データ等が格納されている。アプリケーション・プログラム（以降「
アプリケーション」と略記）には、生体認証として、手のひら静脈認証を行うためのアプ
リケーション（以降「生体認証プログラム」と表記）１４ａが含まれる。
【００２０】
　ＣＰＵ１１は、ＢＩＯＳを起動した後、ハードディスク装置１４からＯＳをＲＡＭ１３
上に読み出して実行する。その後、ＣＰＵ１１は、制御部１６から通知されるタッチ操作
内容の認識結果に応じて、必要なアプリケーションをハードディスク装置１４からＲＡＭ
１３に読み出して実行する。それにより、ＣＰＵ１１は、利用者が行ったタッチ操作等に
応じた処理を実行し、タブレット１を制御する。
【００２１】
　図２は、本実施形態による携帯型情報処理装置であるタブレットの背面を表す図である
。
【００２２】
　カメラ１８は、センサー窓１８ａを透過した外光をレンズ（不図示）によって撮像素子
上に集光する構成である。手のひら静脈センサー１７は、センサー窓１７ａ内で近赤外線
を発光させ、手のひらからセンサー窓１７ａに向けて反射される近赤外線を撮像素子に受
光させる構成である。これらのセンサー窓１７ａ、及び１８ａは、図２に表すように、タ
ブレット１の背面上に配置されている。
【００２３】
　現在、生体認証としては、指紋認証が最も普及している。しかし、指紋は、何かの理由
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により喪失してしまう可能性がある。指紋を喪失した場合、指紋認証では本人確認ができ
なくなる。また、指先は、汚れ、外傷、或いは湿度等の外的要因の影響も受けやすい。こ
のようなことから、身体の外側にある特徴による生体認証では、一定の精度を維持させる
のが困難な面がある。
【００２４】
　これに対し、静脈は、終生不変であり、経年変化もないと云われている。また、静脈は
、指紋等とは異なり、盗むことや、整形手術による改ざん等もほぼ不可能である。手のひ
らは、指先よりも血管本数が多く、体毛や色素による影響も殆どない。このようなことか
ら、手のひら静脈認証では、常に一定の精度が期待できる。つまり環境に左右されること
なく、常に一定の精度を得ることが期待できる。このような利点から、本実施形態では、
手のひら静脈センサー１７を搭載させ、手のひら静脈認証を行うようにしている。
【００２５】
　図３は、本実施形態による携帯型情報処理装置であるタブレットの前面、及び生体認証
時のガイド方法を説明する図である。
【００２６】
　図３に表すように、タブレット１の前面の大部分はＬＣＤ１５の表示面１５ａとなって
いる。手のひら静脈センサー１７は、その外形が比較的に大きいだけでなく、センサー窓
１７ａも比較的に大きい。そのため、センサー窓１７ａは背面に配置されている。
【００２７】
　タッチ操作は、表示面１５ａを見て行う操作である。表示面１５ａには、状況に応じて
、画像（ここでは画面を含む）、或いは情報が表示されることから、手３５を読み取らせ
る場合、通常、利用者はセンサー窓１７ａを視認できない状態で手（手のひら静脈）３５
を読み取らせることとなる。
【００２８】
　利用者は、背面上のセンサー窓１７ａの位置を確認することにより、前面の表示面１５
ａを見ている状態であっても、センサー窓１７ａのおおよその位置を推定することができ
る。しかし、手のひら静脈認証のためには、利用者は、センサー窓１７ａに対し、手３５
を適切な位置にかざさなければならない。そのため、利用者は、試行錯誤的に手３５の位
置合わせを行うことになる。
【００２９】
　このようなことから、本実施形態では、「ここの裏側に手をかざしてください」という
メッセージと共に、センサー窓１７ａを表す図形３１を、表示面１５ａ上のそのセンサー
窓１７ａと対向する位置に表示させるようにしている。ここでは、センサー窓１７ａと対
向するとは、図形３１の中心を通る表示面１５ａの垂線がセンサー窓１７ａの中心、或い
はほぼ中心を通るという意味である。本実施形態では、図形３１の外形形状はセンサー窓
１７ａの外形形状と同じか、或いはほぼ同じとしている。
【００３０】
　上記のようなことから、センサー窓１７ａは、背面側における、表示された図形３１に
対向する位置に設けられている。そのため、利用者は、図形３１の位置を見て、センサー
窓１７ａの面の垂線と直交する方向上（センサー窓１７ａの面と平行な方向上）で手３５
をかざすべき位置を容易、且つ適切に特定できるようになる。手のひら静脈の読み取りは
非接触で行われることから、利用者は、センサー窓１７ａの面の垂線上の位置のみを意識
するような形で手３５の位置合わせを行えるようになる。この結果、利用者にとっては、
手３５の迅速な位置合わせを、より確実、且つより容易に行えるようにガイドされること
となる。従って、利用者は、例え手３５の位置合わせに不慣れであっても、手３５の静脈
画像の迅速、且つ適切な読み取りをより確実、且つより容易に行うことができる。そのよ
うに利用者は手３５の静脈画像をより容易に読み取らせることから、ユーザビリティはよ
り向上することとなる。
【００３１】
　本実施形態では、図形３１の形状は、センサー窓１７ａの外形形状と合わせている。つ
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まり、図形３１の形状は、センサー窓１７ａの外形形状と同じか、ほぼ同じとさせている
。このことから、図形３１は、以降「外形枠」と表記する。
【００３２】
　図４は、手のひら静脈認証時に表示させる表示ウィンドウを説明する図である。
　本実施形態では、手のひら静脈認証の際、この外形枠３１は、一定時間、表示させるよ
うにしている。外形枠３１を一定時間、表示させた後、本実施形態では、図４に表すよう
に、外形枠３１に代えて、表示ウィンドウ４１を表示面１５ａに表示させるようにしてい
る。
【００３３】
　この表示ウィンドウ４１は、手のひら静脈の読取結果である手のひら静脈画像３５ｉの
表示用であり、そのサイズは、外形枠３１より大きい。この表示ウィンドウ４１は、その
中心が、外形枠３１の中心と一致する位置に表示される。そのような表示ウィンドウ４１
を表示面１５ａに表示させることにより、利用者は、手のひら静脈画像３５ｉを見ながら
、センサー窓１７ａの面の垂線方向上の位置合わせを行うことができる。その表示ウィン
ドウ４１により、利用者は、背面に配置されたセンサー窓１７ａの位置を確認することが
できる。
【００３４】
　図５は、外形枠、及び表示ウィンドウの表示方法を説明する図である。図５では、外形
枠３１は破線、表示ウィンドウ４１は実線で表している。
【００３５】
　フラッシュメモリ１２には、記憶領域として、表示位置格納部１２ａが確保されている
。その表示位置格納部１２ａには、外形枠３１の図５に向かって左上隅の座標値Ｐ（ｘ，
ｙ）、ＸＹ座標上のセンサー窓１７ａの各長さ（サイズ）、所定値α、及び所定値βを表
す表示位置情報が保存されている。それにより、表示面１５ａに画像を表示させるための
画像データの生成機能を制御部１６が備えている場合、ＣＰＵ１１は、例えば表示位置格
納部１２ａに保存された座標値Ｐ（ｘ，ｙ）、及びＸＹ座標上のセンサー窓１７ａの各長
さ（サイズ）を制御部１６に転送し、外形枠３１の表示を制御部１６に指示する。その結
果、外形枠３１は、表示面１５ａ上で左上隅の点を原点とする、座標値Ｐ（ｘ，ｙ）に表
示される。つまり、外形枠３１は、座標値Ｐ（ｘ，ｙ）を原点とし、ＸＹ座標上の各長さ
がセンサー窓１７ａと同じ矩形状の枠として、表示面１５ａ上に表示される。
【００３６】
　表示ウィンドウ４１の表示位置、及びサイズは、外形枠３１をベースに決定される。表
示ウィンドウ４１の図５に向かって左上隅の座標値Ｐ（ｘ－α，ｙ－β）は、外形枠３１
の座標値Ｐ（ｘ、ｙ）から、Ｘ軸方向上、所定値αだけ離し、Ｙ軸方向上、所定値βだけ
離した位置であることを表している。それにより、表示ウィンドウ４１の中心は、外形枠
３１の中心と一致し、表示ウィンドウ４１のサイズは、外形枠３１のサイズから、Ｘ軸上
では２α、Ｙ軸上では２βだけ広いサイズとなっている。所定値α、及びβは、例えば表
示面１５ａ上のドット数、長さ、或いはＯＳで採用された座標系上の長さを表す値である
。表示ウィンドウ４１の表示は、例えばＣＰＵ１１が、座標値Ｐ（ｘ－α，ｙ－β）、表
示ウィンドウ４１のＸＹ座標軸上の各長さを制御部１６に転送し、表示ウィンドウ４１の
表示を制御部１６に指示することで行われる。
【００３７】
　フラッシュメモリ１２には、タブレット１に搭載された各種デバイスに係わる内容を表
すシステム構成情報１２ｂが格納されている。このシステム構成情報１２ｂは、表示面１
５ａのドットピッチ、及び手のひら静脈センサー１７が備える撮像素子の画素数、等を表
す情報を含む。このことから、表示ウィンドウ４１のサイズは、撮像素子の１画素で読み
取られたデータを表示面１５ａ上の１ドットで表示させるように決定しても良い。
【００３８】
　上記外形枠３１、及び表示ウィンドウ４１は、ＣＰＵ１１が、図６のフローチャートに
示す手のひら静脈認証処理を実行する時に表示される。その手のひら静脈認証処理は、Ｃ
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ＰＵ１１が、ハードディスク装置１４上の生体認証プログラム１４ａを実行することで実
現される処理である。この手のひら静脈認証処理は、上記のように、例えばロック解除、
タブレット１、或いはそのタブレット１で実行される特定のアプリケーションへのログイ
ンを利用者が行う場合に実行される。次に、図６を参照し、手のひら静脈認証処理の１例
について詳細に説明する。
【００３９】
　手のひら静脈認証は、読み取った手のひら静脈画像を、登録されている静脈パターンと
照合することで行われる。静脈パターンの登録は、手のひら静脈センサー１７を用いて手
３５を複数回、読み取らせることで行われる。登録された静脈パターンは、例えばハード
ディスク装置１４上に保存される。
【００４０】
　静脈パターンの登録時にも、上記外形枠３１、及び表示ウィンドウ４１が表示面１５ａ
に表示される。しかし、外形枠３１、及び表示ウィンドウ４１の表示自体は、手のひら静
脈認証処理と同様に行われる。静脈パターンの登録時の処理内容自体は、以下のように外
形枠３１、及び表示ウィンドウ４１を表示させること以外は、基本的に従来と同様である
。このことから、静脈パターンの登録時に実行される処理の詳細についての説明は省略す
る。
【００４１】
　先ず、ＣＰＵ１１は、フラッシュメモリ１２上の表示位置格納部１２ａに保存されてい
る表示位置情報を読み出し、バス２０を介して、読み出した表示位置情報を制御部１６に
転送する（Ｓ１）。次に、ＣＰＵ１１は、制御部１６に、外形枠３１の表示を指示する（
Ｓ２）。それにより、制御部１６は、一定時間、表示面１５ａ上に外形枠３１をガイド用
に表示させる。
【００４２】
　上記一定時間が経過した後、ＣＰＵ１１は、制御部１６に対し、表示ウィンドウ４１の
表示を指示する。また、ＣＰＵ１１は、Ｉ／Ｏインターフェース部１９に対し、手のひら
静脈センサー１９に手のひら静脈画像の取り込みを指示すると共に、変数であるカウンタ
ＣＮＴへの初期値の設定、及びタイマＴＭＲの設定を行う。ＣＰＵ１１は、Ｉ／Ｏインタ
ーフェース部１９への指示によってそのＩ／Ｏインターフェース部１９から出力される手
のひら静脈画像の取り込み結果（手のひら静脈画像データ）を制御部１６に転送する（以
上Ｓ３）。その結果、手のひら静脈画像３５ｉが内部に表示された表示ウィンドウ４１が
表示面１５ａに表示される。
【００４３】
　手のひら静脈認証のための照合は、例えば所定時間間隔で所定制限回数を上限に、必要
に応じて繰り返し行われる。上記カウンタＣＮＴは、その照合を行った回数を計数するた
めの変数であり、初期値は例えば０である。タイマＴＭＲの設定は、例えば所定時間の経
過を確認するための割り込み設定であり、設定される値は例えばその所定時間を表す値（
以降「時間設定値」と表記）である。そのため、ＣＰＵ１１は、タイマＴＭＲへの設定を
行った後、所定時間が経過するのを待つ（Ｓ４）。
【００４４】
　所定時間が経過すると、Ｓ４の判定はＹ（Ｙｅｓ）となってＳ５に移行する。そのＳ５
では、ＣＰＵ１１は、取り込まれた手のひら静脈画像３５ｉを、登録されている静脈パタ
ーンと照合する。次に、ＣＰＵ１１は、その照合を行った結果、手のひら静脈画像３５ｉ
が静脈パターンを登録させた利用者のものか否かの判定、つまりＰＡＳＳ／ＦＡＩＬの判
定を行う（Ｓ６）。手のひら静脈画像３５ｉが静脈パターンを登録させた利用者のものと
確認できた場合、Ｓ６の判定はＹとなってＳ７に移行する。手のひら静脈画像３５ｉが静
脈パターンを登録させた利用者のものと確認できなかった場合、Ｓ６の判定はＮ（Ｎｏ）
となってＳ８に移行する。
【００４５】
　Ｓ７では、ＣＰＵ１１は、手のひら静脈認証の結果を表すステータスとして、本人確認
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ができたことを表す正常ステータスを設定する。その後、ＣＰＵ１１がＩ／Ｏインターフ
ェース部１９に手のひら静脈画像３５ｉの取り込みの中止、及び制御部１６に表示ウィン
ドウ４１の消去等を指示してから、手のひら静脈認証処理が終了する。
【００４６】
　一方、Ｓ８では、ＣＰＵ１１は、カウンタＣＮＴの値が所定制限回数と一致するか否か
判定する。ここで、カウンタＣＮＴの値をＣ、所定制限回数をＭとする。照合回数が所定
制限回数に達していない場合、つまりＣ＜Ｍ－１が成立する場合は、Ｓ８での判定はＮと
なってＳ９に移行する。照合回数が所定制限回数に達した場合、つまりＣ＝Ｍ－１が成立
する場合は、Ｓ８での判定はＹとなってＳ１０に移行する。
【００４７】
　Ｓ９では、ＣＰＵ１１は、カウンタＣＮＴの値をインクリメントし、タイマＴＭＲへの
時間設定値の設定を行う。その後は上記Ｓ４に戻る。この結果、所定時間の手のひら静脈
画像３５ｉの取り込み、及び取り込んだ手のひら静脈画像３５ｉを用いた照合が再度、行
われる。
【００４８】
　Ｓ１０では、ＣＰＵ１１は、手のひら静脈認証の結果を表すステータスとして、本人確
認ができなかったことを表す異常ステータスを設定する。その後、ＣＰＵ１１がＩ／Ｏイ
ンターフェース部１９に手のひら静脈画像３５ｉの取り込みの中止、及び制御部１６に表
示ウィンドウ４１の消去等を指示してから、手のひら静脈認証処理が終了する。
【００４９】
　手のひら静脈認証処理の終了後、ＣＰＵ１１は、設定されたステータスに従った制御を
行う。その結果、正常ステータスが設定されていた場合、ロック解除、或いはログイン等
が行われる。異常ステータスが設定されていた場合、ロック解除、及びログイン等は行わ
れない。
【００５０】
　なお、本実施形態では、手のひら静脈センサー１７に手のひら静脈画像３５ｉを取り込
ませる場合、最初に外形枠３１を表示させた後、表示ウィンドウ４１を表示させるように
しているが、最初から表示ウィンドウ４１を表示させるようにしても良い。これは、表示
ウィンドウ４１の表示により、利用者は背面に配置されたセンサー窓１７ａの位置を適切
に認識することも可能だからである。センサー窓１７ａの配置は、外形枠３１、及び表示
ウィンドウ４１とは異なる図形、或いはシンボル等により利用者に視認できるようにして
も良い。
【００５１】
　また、本実施形態では、センサー窓の配置を表示面１５ａ上でガイドする対象を手のひ
ら静脈センサー１７としているが、対象は別種類のセンサーであっても良い。センサーは
、非接触ではなく、センサー窓に接触した対象物の画像を読み取るもの、例えば指紋セン
サーであっても良い。
【００５２】
　また、本実施形態では、タブレット型の携帯型情報処理装置を対象としているが、対象
とする携帯型情報処理装置は、センサー窓が配置された面に対向する面に表示面が設けら
れた携帯型情報処理装置であれば良い。このことから、対象は、タブレット型の携帯型情
報処理装置に限定されない。
【００５３】
　上記以外にも、様々な変形を行うことができる。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　タブレット（携帯型情報処理装置）
　１１　　ＣＰＵ
　１２　　フラッシュメモリ
　１２ａ　　表示位置格納部



(9) JP 6287450 B2 2018.3.7

10

　１２ｂ　　システム構成情報
　１３　　ＲＡＭ
　１４　　ハードディスク装置
　１４ａ　　生体認証プログラム
　１５　　タッチパネル一体型ＬＣＤ
　１５ａ　　表示面
　１６　　制御部
　１７　　手のひら静脈センサー
　１７ａ　　センサー窓
　１９　　Ｉ／Ｏインターフェース部
　３１　　外形枠
　３５　　手
　３５ｉ　　手のひら静脈画像
　４１　　表示ウィンドウ

【図１】 【図２】
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